
子ども・子育て支援対策調査 

特 別 委 員 会 情 報 連 絡 

令和６年１１月１５日 

情 報 連 絡 事 項  頁 

（教 育指 導 部）なし 

（学 校運 営 部）なし 

（子ども家庭部） 

（１）家庭的保育事業者、東京都認証保育所及び小規模保育事業所に対する

指導検査の実施結果について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

（ 教 育 委 員 会 ） 



子ども・子育て支援対策調査特別委員会情報連絡

令和６年１１月１５日 

件 名 
 家庭的保育事業者、東京都認証保育所及び小規模保育事業所に対する指導

検査の実施結果について 

所管部課名 
子ども家庭部 子ども施設指導・支援課 

子ども家庭部 幼稚園・地域保育課 

内 容 

１ 検査の概要 

家庭的 

保育事業者 

東京都 

認証保育所 

小規模 

保育事業所 

実施期間 
５月２２日～ 

７月 ９日 

６月 ５日～ 

７月１９日 

７月１０日～ 

７月３０日 

実施対象数 

（全対象数）

４４事業者 

（９３事業者） 

１６施設 

（３３施設） 

１４施設 

（２６施設） 

文書指摘件数 

（９月末改善件数）

４件 

（４件） 

９件 

（１件） 

９件 

（１件） 

口頭指導件数 

（９月末改善件数） 

２１件 

（８件） 

１６件 

（４件） 

２７件 

（８件） 

※ 文書指摘は根拠法等に違反する事項に適用

※ 口頭指導は根拠法以外の法令等に違反する事項に適用

※ 文書指摘は指導検査結果通知到達後３０日以内に改善報告書で確認し、

口頭指導は巡回訪問等により、通知到達後概ね３０日以内に確認を行う。 

２ 文書指摘・口頭指導件数の前年度比較 
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３ 検査結果の分析 

（１）家庭的保育事業者については、昨年度より文書指摘、口頭指導ともに

９件減少した。 

［要因］全体会や個別確認等を通じて周知徹底を図り、事業者の対応

が進んだため 

（２）東京都認証保育所については、昨年度より文書指摘が８件、口頭指導

が５件増加した。 

［要因］検査対象施設で運営本部の交代が２件、園長の交代が６件と

相次ぎ、検査前に実施した検査制度に対する説明が充分に引き

継がれていなかった。 

（３）小規模保育事業所については、口頭指導が２０件増加した。

［要因］法令改正による水害訓練結果の報告義務等の理解がされてお

らず、件数が増加した。 

４ 検査結果（文書指摘及び口頭指導の内容）と改善への対応 

（詳細はＰ４参照） 

５ 今後の方針 

（１）施設ごとの検査結果資料を作成し、令和６年度末に開催される全体説

明会において説明し、改善方法について周知徹底を図る。 

（２）巡回訪問等、現地訪問の機会に改善状況を確認するとともに、指導・

支援の強化を図る。 

（３）文書指摘事項及び改善状況は、区ホームページ上での公表に加え、委

員会報告等でも幅広く公表していく。 
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検査結果と改善への対応 

文書指摘 口頭指導（主な項目） 

具体的内容 指導内容 具体的内容 指導内容 

家庭的 

保育事業者 

①在籍園児は事業者の利用開始前及び年２回の定
期健康診断を受診しなければならないところ、
されていなかった。
２件（２件）

①受診について規定している保育所保育指針及び
条例を周知徹底した。

①保育補助者の出勤簿の勤務時間数の記載に誤り
があった。
５件（３件）

①保育者と保育補助者の双方で記入内容を確認の
上、過不足分の給与について調整するよう指導
した。

②家庭的保育者１人が保育することができる乳幼
児は条例に規定されているが、規定を超えて保
育していた。
１件（０件）

②条例の規定を説明の上、規定を超えて保育する
際は必ず保育補助者とともに行うよう指導した。 

②睡眠時チェック表の記録により、新入園児が横
向きで寝ていると記されていたが、仰向けに直
した記録は確認できなかった。
３件（０件）

②国や都のガイドライン等に基づき作成した区の
通知を示し、仰向けに寝かせるように施設全体
で取り組むことを指導した。

③保育に使用するとして購入した物品が保育室で
使用されていなかった。
１件（０件）

③経費から除外するよう指導した。修正帳簿で目
的外購入物品の削除を確認した。

③給与明細等の誤記入により誤った給与額が保育
補助者に支給されていた。
２件（０件）

③給与明細等への転記誤りを修正し、過不足分の
給与について調整するよう指導した。

④調理・調乳担当者は従事開始月の前月に検便を
実施し、陰性結果を確認しなければならないが、
前月中の検査ができなかった。
２件（０件）

④調理・調乳に従事する前には検便検査を行うよ
う、指導を徹底した。

東京都 

認証保育所 

①あらかじめ作成した献立にないものが提供され
ていた。
３件（０件）

①あらかじめ作成した献立内容の変更の際は、そ
の内容を記録するとともに、子どもに提供する
前に保護者へ周知するよう指導した。

①散歩等の仕方について規定した園外保育マニ
ュアルなどが作成されていなかった。
３件（１件）

①マニュアル未作成の施設に対して早急に作成
し、職員間に周知するとともに、写しの提出を
指導した。

②施設内での怪我など、区への報告が必要な事故
について、報告が行われていなかった。
３件（０件）

②所管課に報告の上、報告書を提出すること、所
管課が出した報告対象事故に関する通知を全職
員に周知徹底すること、施設の事故対応マニュ
アルに区への報告を追記するよう指導した。

②園で作成したマニュアルを施設長自身が把握し
ていなかった。
３件（３件）

②施設長自ら園内のマニュアルを確認し、その事
実がわかる記録の写しを提出するよう指導し
た。

③特定子ども・子育て支援提供証明書発行の対象
となる園児がいたが発行されていなかった。
２件（０件）

③保護者に対し、特定子ども・子育て支援提供証
明書をすみやかに交付するよう指導した。

③睡眠時チェック表の記録により、新入園児が横
向きで寝ていると記されていたが、仰向けに直
した記録は確認できなかった。
２件（３件）

③国や都のガイドライン等に基づき作成した区の
通知を示し、仰向けに寝かせるように施設全体
で取り組むことを指導した。

④園児は健康診断の受診回数が法律で規定されて
いるが、規定に満たない子どもが確認された。
１件（０件）

④定期健康診断について受診記録を作成し、複数
名で規定に沿った受診の確認を指導した。

小規模保育 

事業所 

①避難訓練・消火訓練は毎月１回実施しなければ
ならないが、翌月に延期されるなどの理由で訓
練を実施できなかった。
３件（５件）

①訓練は計画に沿って実施し、実施した際には記
録を作成するよう指導した。

①令和３年度の水防法改正に伴い、水害に対する
避難訓練の結果を区所管へ報告することが義務
付けられているが、報告が行われていなかった。 
８件（０件）

①区ホームページの水防法改正及び実施した訓練
の報告義務に関する記載を示し報告を指導した。
検査後に実施した訓練について、区所管課へ報
告されていることを確認した。

②施設内での怪我等で通院した際には区の施設所
管へ事故の内容及び対応について報告を要する
が、報告されていなかった。
３件（０件）

②区が発した通知を示し、施設長と確認して周知
徹底した。

②感染症及び食中毒が発生し、又はまん延しない
ように、研修や訓練に努めることが条例に規定
されているにも関わらず、取組がされていなか
った。
感染症５件、食中毒４件（０件）

②規定を周知し、今年度中の実施を指導した。

③保護者へあらかじめ配付した献立表では、おや
つとして提供するヨーグルトを昼食に、おやつ
には献立表に記載のない菓子を提供していた。
１件（０件）

③献立表に沿って食事を提供し、変更の際は記録
を残すとともに、子どもへの提供前に保護者へ
周知するよう指導した。

③ジョイントマットについて防炎性能を有しない
ものを使用していた。
２件（０件）

③防炎性能を有するものへの交換を指導した。

④保護者による虐待が疑われる子どもの様子につ
いて認識に欠け、関係機関へ通告がされていな
かった。
１件（０件）

④通告することを指導した。施設よりこども支援
センターげんきへ通告された。

⑤午睡時に横向けになり、その後３０分以上仰向
け寝がされていなかった。
１件（０件）

⑤国や都のガイドライン等に基づき作成した区の
通知を示し、仰向けに寝かせるように施設全体
で取り組むことを指導した。

※ 文書指摘、口頭指導双方の具体的内容欄の数値は令和６年度検査で確認された件数（括弧書きは令和５年度）
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